






改正労働者派遣法を読み
̶派遣元としてどう理解し取り組むか̶

　協会が提唱する「労働者派遣法改正に向けての㈳日本人材派遣協会の基本的な考え方～派遣制度の規制強化に反対し

ます～」の周知･理解を求め､不要な規制の撤廃を図り､適切な派遣労働者の保護との両立を進めていくことが必要です。

“Find people jobs”――迅速な就業機会の提供という使命感を忘れず､労働市場における仲介機能をいかんなく発揮して

いけば必ず道は拓けるはず。

　派遣を禁止すれば雇用が安定すると
何の検証もないまま議論されています。
　2008年6月､東京･秋葉原で起こった悲
惨な通り魔事件をきっかけに派遣バッ
シングが始まり､「派遣は基本的に専門
的な職種以外は常用雇用」という当時
の舛添厚生労働大臣の考え方から､日雇
派遣の禁止がまず論じられるようにな
りました。
　さらに同年9月に起こったリーマン
ショックによる急速な景気の落込みを
受け､我が国の雇用情勢も急激に悪化
し､製造業における多くの派遣労働者が
失職する事態が発生しました｡このよう
な状況を背景に､労働者派遣は雇用の
安定性に欠けるとの指摘があり、日雇派
遣の禁止に続いて､製造派遣や登録型

派遣の禁止までもが労働政策審議会に
おいて議論されるようになりました。
ILOの「民間の派遣会社､派遣労働者と
その労働市場に対する貢献」（2009年
10月）によれば､産業別にみた派遣の構
成比で製造派遣が6割以上を占めるド
イツでは､リーマンショックをきっかけ
に､4ヵ月で10万人､6ヵ月で15万人もの
労働者が失職し､イギリスやアメリカで
も同様に派遣労働者が職を失う傾向が
みられました。
　しかしILOでは､「経済危機に際して
最初に失職したのは派遣労働者である
が､景気が回復したときに最初に復帰す
るのも派遣労働者であり､派遣労働者に
対する需要の伸びは景気回復の先行指
標でもある」と冷静に分析しています。
多数の派遣労働者が職を失ったことを
理由に､製造派遣を禁止すべきだとの極
論に走ったのは残念ながら日本だけで

した。
　製造派遣については、このような派遣
労働者の雇用の安定とかかわる問題の
ほか､製造業における技能継承の観点か
らも、派遣制度に問題があるとの指摘が
あり､今回の法改正の議論にいたったわ
けですが､労働力調査の詳細集計によれ
ば、2009年現在、非正規雇用に占める派
遣社員の割合は6.3％､役員を除く雇用者
に占める割合はわずか2.1％に過ぎませ
ん。このように非常に規模が小さいにも
かかわらず､派遣についてのみ複雑でわ
かりづらい法律が存在しているのです。
　

　今回の改正法案は、いわゆる「20年
法案（平成20年11月に当時の内閣が第
170回臨時国会に提出した法案）｣がそ
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解く

のベースとなっています｡（※）
　しかし、その一方で、改正法案はこの
20年法案に加え、派遣元が派遣労働者
を常時雇用する場合を除き、派遣を原則
として禁止するものとなっており、①専
門26業務のほか、②産前産後休業・育児
休業・介護休業取得者の代替要員派遣、
③高齢者派遣、④紹介予定派遣につい
ては登録型派遣が認められるとはいう
ものの、そもそも派遣元が常時雇用でき
る労働者は限られており、誰もが派遣元
に常用されるわけではないということ
も忘れてはなりません。
　確かに、ここでいう常時雇用には｢期
間の定めなく雇用されている者｣のほ
か､｢過去１年を超える期間について引
き続き雇用されている者又は採用の時
から１年を超えて引き続き雇用される
と見込まれる者｣も含まれます｡しかし、
｢１年を超えて雇用する見込みさえあれ
ば、常時雇用として認められる｣という
ことは､派遣元が派遣労働者との雇用関
係を終了すること（雇止め）が解雇と同
様に困難になる可能性のあることをも
意味しています。
　また､製造派遣を禁止すれば、工場の
海外流出は避けられそうにありません
し、雇用の安定を目指す法改正が、逆に
失業問題を引き起こす可能性も大きい
といえます。
　さらに「違法派遣の場合における直
接雇用のみなし規定」は、今回の法改正
のなかでも最も大きな問題といえるよ
うに思います。
　契約の成立には、申込みと承諾の意思
表示の合致、つまり当事者の合意が必要
であり、合意がなければそもそも契約は

成立しません。これが契約の大原則です。
　しかし、今回の法改正では､派遣先が
違法派遣であることを知りながら派遣
を受け入れた場合､それだけで派遣労
働者に対して労働契約を申し込んだも
のとみなすことが予定されています｡後
は労働者が承諾の意思を表示すれば、
それで契約は成立することになります。
　違法派遣として問題になるケースの
うち、実務に与える影響が最も大きいの
は､期間制限違反だと思います。
　派遣先が､事務用機器操作などの専
門26業務で派遣を受け入れていても､26
業務以外のいわゆる付随的業務が時間
数にして1割を超えていれば、派遣受け
入れ期間に制限のある自由化業務とし
て扱われます。そして、そのような状況
が１年以上続けば、期間制限違反とし
て、派遣先は労働契約を申し込んだもの
とみなされることになるわけです。
　特に事務用機器操作の業務について
は､自由化業務である一般事務と厳密に
区分することが難しいため､派遣先では
適法と認識していても、期間制限違反を
理由に申込みみなし規定が発動される
ケースが多発することが予想されます。
　しかし、これでは、派遣先は安心して
派遣を受け入れることができません。ト
ラブルを避けるために､改正法の施行前
に派遣先が派遣の受け入れをやめるよ
うなケースも増えるのではないでしょ
うか｡その結果、最も迷惑を被るのが当
の派遣労働者であることはいうまでも
ありません。このように、直接雇用のみ
なし規定も、かえって雇用を不安定なも
のとする可能性が高いのです。

　派遣法の改正はまだ終わっていませ
ん｡今後議論が進めば、改正法の内容が
変わる可能性もないとはいえません｡
　法律というものは、派遣法に限らず､
万人に理解できる､万人が守ることので
きる簡潔な法律でなければならないと
私は考えています。
　その意味で、｢労働者派遣法改正に向
けての㈳日本人材派遣協会の基本的な
考え方～派遣制度の規制強化に反対し
ます～ ｣に示された、３年を一区切りと
する派遣法の見直し案は、きわめてシン
プルで、かつ、万人が守ることのできる
内容になっていると思います。
　その周知を進め､国民の皆様に理解
していただくように努めるなかで､不要
な規制の撤廃を図っていく。それと同時
に派遣元と派遣先が応分の責任を果た
すことで、派遣労働者の保護を図ってい
くことも大切だと思います。
　“Find people jobs”――迅速な就業
機会の提供という使命感を胸に､派遣会
社が労働市場における仲介機能をいか
んなく発揮していけば、必ず道は拓ける
はずです。
　この志を忘れず､規制強化の逆風にも
｢ぶれない｣｢逃げない｣｢あきらめない｣
でどうか前進を続けて下さい。50万人を
超える規制強化反対の署名。その署名
に応じたスタッフの期待を裏切っては
ならないと思います。

不要な規制の撤廃と
派遣労働者保護の両立を

※民主･社民･国民新党の3党が第171回通常国会に
提出した法案（旧3党案）にはなく､20年法案にの
み存在した規定も同様に改正法案には盛り込まれ
ることになった。

大阪大学大学院高等司法研究科　教授

1975年神戸大学法学部卒業。専門は労働法。
21世紀政策研究所研究主幹、経済財政諮問会
議労働市場改革専門調査会委員、規制改革・
民間開放推進会議専門委員などを歴任。

主な著書・論文
「職場の法律は小説より奇なり」「労働市場改革――規制強化論への反論」
「労働市場改革――リアリティーのある改革に向けて」「雇用･労働分野
の法改正と将来展望」「労働者派遣事業と規制緩和」「改正労働者派遣法
の意義と課題」ほか多数。

小嶌 典明氏 こじま・のりあき
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人材派遣の未来を語る

本原 仁志氏
㈱スタッフサービス・ホールディングス
代表取締役社長

もとはら・ひとし

Moderator 進行役

全国中小企業団体中央会　専務理事

1978年東京大学法学部卒業。同年通商産業省入省。外務省
在フランス日本国大使館参事官、経済産業省貿易経済協力
局貿易管理部貿易審査課長、財団法人交流協会台北事務所
次長、国土交通省大臣官房審議官などを歴任。2007年より
現職。

市川 隆治氏 いちかわ・りゅうじ

Panelist パネリスト

パネル
ディスカッション

　基調講演の後、法改正による影響や派遣制度のあり方をめぐってパネルディスカッションが行われ、本原仁志氏を進行

役に様々な立場のパネリストを迎え、活発な意見が交わされました。議論の中では、派遣業界全体として自主規制を徹底し、

国民の皆さんに派遣制度をご理解いただくこと、全ての派遣労働者が安心して働ける道筋を開くこと、派遣業のエージェン

ト機能を存分に活かして雇用の創造と活性化につなげていくことなどが課題として挙げられました。人と人とをつなぐ信

頼される業界へ̶̶人材派遣の未来に向けたビジョンにも議論は発展し、会場の参加者も真剣に聞き入っていました。

㈱リクルート ワークス研究所　所長

1983年一橋大学経済学部卒業。同年㈱リクルート入社。人
材総合サービス事業部企画室長、地域活性事業部長などを
経て99年にリクルート ワークス研究所を立ち上げ、所長に
就任。専門は人材マネジメント、労働政策、キャリア論。
著書に『日本型キャリアデザインの方法―「筏下り」を経
て「山登り」に至る14章―』（2010年、日本経団連出版）、『成
長する人が実践する30のルール』（2010年、日本経済新聞
出版社）、『日本の雇用―ほんとうは何が問題なのか』（2009
年、講談社現代新書）、『キャリアデザイン入門Ⅰ・Ⅱ』（2006
年、日本経済新聞出版社）など多数。

大久保 幸夫氏 おおくぼ・ゆきお

㈱アイライン　取締役

1992年より日雇いや短期の派遣社員としての勤務経験を
持つ。1994年フジスタッフグループに入社。支店長、エリア
長、営業企画部長などを経て2005年より現職。㈳日本生産
技能労務協会理事、製造請負適正化推進協議会委員などを
務める。

青木 秀登氏 あおき・ひでと

㈱ビッグアビリティ　代表取締役専務

1990年㈱ビッグアビリティ入社。2001年より現職。㈳日本
人材派遣協会において労働者派遣制度に係る各委員会など
の委員長を務め、2001年より常任委員、2004年より副理事
長。また、2004年施行の改正労働者派遣法を審議した民間
労働力需給制度部会・使用者側委員（オブザーバー）を務
め、2002年より㈳日本経団連・雇用委員会及び労働政策検
討部会委員。

大原 博氏 おおはら・ひろし
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本原　これまで9回の労働政策審議会で
討議されてきました「労働者派遣法改
正法案」の骨子がまとまりつつあります
が、これからの影響について、パネリス
トの皆さんのバックグラウンドに応じて
ご質問をさせていただこうと思います。
　それでは最初に、全国の中小企業団体
を代表する立場で、これまで派遣の果た
してきた機能やこのたびの法改正案、な
らびに今後の影響について、市川さんに
ご意見をいただきたいと思います。
市川　人材派遣は歴史的には大企業向
けの事業としてスタートしたと思います
が、今日では、中小企業にとって生命線
となっています。
　大企業とは違って知名度の低い中小
企業では人材を集めることが非常に難
しい。零細なものづくり企業では、総務
部や人事部のない企業もあります。そう
いった場合、派遣会社が適正な人材を調
整して派遣してくれる。つまり募集も面
接も採用決定も、また、給料の手配や保
険の複雑な手続きの事務処理も派遣会
社でやっていただけるわけです。
　また、最近在庫を持たない営業が流行
しておりますが、突然の発注で急に人手
が必要になった時でも迅速に人材の対
応をしていただけますし、季節的な繁忙
期にも短期で人材を派遣していただけ
ます。零細なものづくり中小企業が直接
雇用で必要な最大数の人材を通年で抱
えることは到底不可能なことですから、
必要な時に必要な人材を派遣していた
だくことは、大変有益な制度となってい
るわけです。
　このように、派遣制度が中小企業に
とっていかに有効な制度であるかを訴
え、製造派遣原則禁止の例外が当初の専
門職だけとなると、中小企業の経営は全
滅してしまいますとも審議会で申し上げ

てきました。
　今回の改正案では、製造派遣では常用
雇用が例外となっています。これによっ
て派遣スタッフで失職せざるを得ない
方がおよそ半分に減ったのではないか
と思っています。
　しかし、例外措置があるとはいえ、派
遣スタッフの方々の中には、むしろ派遣
スタッフとしての働き方を望まれる方も
およそ半数はいらっしゃる。まさに派遣
という働き方でワークライフバランスを
実現している方が大勢いらっしゃいま
すよと審議会の中でも“声なき声”を紹
介し、改正案は法律で派遣という働き方
の選択肢を奪う“究極の派遣切り法案”
となっていますよと指摘しました。

本原　大久保さん、昨年12月にリクルー
トワークス研究所の派遣のあり方研究
会でまとめられた「派遣法改正案の具
体的影響と本質的な論点　派遣労働者
のキャリア・セキュリティを考える」の
内容も含め、研究者の立場から考えられ
る影響についてお話しください。
大久保　今回の改正は本当に派遣ス
タッフを守ろうと考えているのか、派遣
スタッフ保護の観点から外れて、非常に
運用しづらく誰にも利益が出ないもの
になろうとしているのではないかと感じ
ます。
　ヨーロッパの労働政策の中で、フレキ
シビリティとセキュリティ（※）の両立
についての議論があります。派遣もそう
ですが、非正規雇用がこのフレキシビリ
ティにあたるわけです。
　フレキシビリティに該当する労働者
が、正社員とは違って、常に失職してし
まう可能性がある、雇用が不安定である
ということであるならば、単に禁止とい
うことではなく、それに見合ったセキュ
リティを与えていくという議論をすべき
です。
　企業からすれば雇用調整は避けて通

れませんから、解雇制限の厳しい正社員
と派遣のようなフレキシブルな雇用とを
使い分けて企業を経営していくわけで
す。その片側のフレキシビリティを今回
のように否定してしまえば、派遣の意味
がなくなってしまうということになるで
しょう。
　このたびの改正案には、派遣につけら
れたネガティブなイメージが影響してい
るように感じます。要するに、派遣労働
と貧困問題を意図的に混同してしまっ
て、作られたイメージの中で議論されて
いる。派遣でまじめに働いている方には
はなはだ失礼な話ではないでしょうか。
　それから、均衡待遇としての処遇の改
正は、派遣スタッフがもし専門性を持っ
てスペシャリストとして業務に当たるの
であれば、スキルやパフォーマンスが上
がったときには、それに連動してきちん
と報酬が上がる構造を立てておくべき
ではないですか。

本原　製造派遣事業者の立場から、大企
業と中小の製造現場への影響の違い、ま
た法改正が行われた場合の製造業務派
遣業界が抱えるであろう課題を青木さ
ん、お願いします。
青木　製造派遣の原則禁止から、例外措
置として常用雇用の派遣が可能となり、
最悪の事態は逃れましたが、大手中小問
わずダメージは計り知れないと思って
います。今後具体的な対応策として、例
外として可能となった常用雇用派遣か、
もしくは請負形態となっていくことで
しょう。
　しかし、今後、たとえば常用雇用派遣
に移行していく場合に、1年以上雇用を
つないでいくことがはたして可能である
のか、また、基本的な問題としてオーダー
が発生するのか疑問を感じています。リ
スクが増える分、請求を上げざるを得な
いでしょうし、その分ユーザー側の負担
も増えるわけです。これを機に廃業を考

法改正の影響テーマ

1

※柔軟な雇用（柔軟性/flexibility）、一定の水準の保護（安全性/security）
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えざるを得ない企業も中にはいらっしゃ
るのではないかと懸念しております。
　請負については、ノウハウの蓄積が少
ないベンダーはできないでしょうし、現
場も限られていてどこでもできるわけで
はありません。特に、中小企業の場合は
なかなか難しい。そういった場合には、
常用雇用派遣となるのでしょうが、実際
に中小企業に常用雇用派遣が利用され
るのかと心配されるところです。
　それから、スタッフの求職活動は一層
大変になると見ています。求人は今より
減少すると思いますし、今まで以上に企
業側は採用に慎重になります。スタッフ
にとっても厳しい状況になり、採用ハー
ドルは上がるでしょう。また、直接雇用の
案件を探す場合、派遣会社の力を借りず
自分で求職活動を行うことになると、す
ぐに採用されれば良いですが、希望に合
わなかったりして求職活動期間が長く
なってしまえば、精神的にもつらいもの
になるのではないでしょうか。また、派遣
スタッフの半分は、自ら期間を決めて働
くことを望んでいますので、常用雇用の
求人に申し込むのかどうかも疑問です。
　需給調整機能として有効に機能して
きたと認められている派遣システムです
から、もし禁止されれば、求職活動も大
変になって失業者が増えていくのは明
らかなのではないかと考えています。
　この改正が行われた場合、派遣スタッ
フや派遣元だけではなく、派遣先を含め

た三者間のピラミッドに大きな影響があ
ると思っています。そして、この三者間の
ピラミッドに属する多数が、今回の派遣
の禁止に反対しているのに、なぜ原則禁
止になろうとしているのかが、私には不
思議でなりませんし理解できません。私
は原則禁止ではなく、問題のあったとこ
ろに手を加え、労働市場全体のグランド
デザインの中でどうするのか、判断して
いくべきではないかと思っています。

本原　事務系派遣事業者の立場から、大
原さんには、派遣事業が女性の就業支援
や社会進出に果たしてきた役割と、法改
正された場合の影響をお尋ねします。
大原　1985年派遣法成立前の状況で言
えば、高度成長時代は企業が貿易やプラ
ントなど、海外へ路線を向けたことに伴
い、貿易事務・英文事務など専門的な業
務が生じ、また次の安定成長時代には、
合理化に伴うOAの進展が著しく、ここ
でもOA操作など知識・経験を要する業
務が多数発生しました。また、働く側に
も変化が生じ始めました。終身雇用や年
功序列型賃金といった日本型雇用慣行
の変化も相まって、仕事と生活の調和を
図るワ－クライフバランスを重視し、自
らの経験を活かしながら働くことを希望
する方が増えてきました。このような状
況の下、法施行後25年の間、人材派遣は
求人と求職のマッチングを通じて、女性
を中心にその就業支援や社会進出に一

定の役割を果たしてきました。
　今回の改正案は、26業務以外の登録型
派遣について原則禁止といっています。
26業務以外の業務への派遣が全体の半
数以上を占めている現実をみれば、派遣
スタッフ、派遣先、派遣元全てに甚大な
影響を及ぼすことは明らかです。
　なお、26業務以外の業務について常用
型派遣は例外として認めるとしていま
すが、常用型の派遣とは、長期のお仕事
が必ず派遣先で一定程度確保ができる、
また、働く側も、派遣先が常に必要とする
高度な技能を持っている、そういうケー
スの場合に成り立っていくと考えます。
いわゆる自由化業務において、これが
成立するかどうかは疑問です。確かに、
反復更新型の常用型も認められるとは
いっても、現実的には難しいのではない
かと思っています。

本原　青木さんにお答え願いますが、
一昨年、リーマンショックが発端となり
世界的に急激な景気低迷となってしま
いましたが、我が国にも莫大な影響があ
り、残念ながら一番に影響を受けたのは
製造業といわれています。実際、当時の
製造現場は、どのような状態だったので
しょうか？また、製造現場での安全につ
いてもお話しください。
青木　リーマンショックのときに事業主
として力のなさを感じました。今までは、
派遣元だけで、次の仕事を探すことが
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ずっとできていました。ところが今回の
リーマンショックのような事態では、派
遣会社だけでは、ほんと、どうにもならな
いような状況で、これはオフィス系派遣
会社の皆さんも同じ思いだったと思い
ます。やはり派遣先の協力がある程度な
ければ解決できない。政府からも雇用調
整助成金ですとか、住宅補助費用などの
協力もいただきました。これらを活用し
たベンダーの方もたくさんありますが、
ただこの中身を見てみると、初めての経
験でもあったので、やはり今後も修正を
少しずつ加えなければならないと思い
ます。
　また、製造派遣が危険だという話です
が、製造派遣が危険ということではなく
て、データの取り方に少し問題があるの
かなと私は思っています。というのは、
比較対象が正社員と有期雇用社員を合
わせた数字となっているのです。ですか
ら、製造現場が危険だという話に関して
は、直接雇用で有期雇用の社員と、就業
期間の長さが同等の派遣社員との危険
度を、それぞれきちんと照らし合わせて
データを取るべきじゃないかと思いま
す。中には悪質な企業がいて安全を怠る
ところもないとは言えないですので、き
ちんとやっていかなければならないと思
います。

本原　次に大原さんにお尋ねします。若
い人が派遣を含め非正規雇用から脱出
できないという指摘もありますが、派遣
料金の仕組みと報酬などと併せてお考

えをお話し願えますか？
大原　募集・採用・教育などのイニシャ
ルコストなども含めて雇用管理費用を
派遣会社が負担しているわけですから、
それに見合う請求料金を立てなきゃい
けない。もちろんそれに見合った報酬を
派遣スタッフの方々にもお支払いする
ということになります。派遣料金と賃金
の関係については、仕事に見合った適正
な賃金のあり方など、いろいろ整理しな
ければならず、今後に残された課題とも
思っております。
　また、若い人が非正規雇用から抜け出
せないことについては、派遣制度に答え
を求めるのではなく、社会全体でどう支
援をしていくのかという視点が大切だと
思います。例えば、社会保障や教育訓練
の機能を全体として強化していく必要
があるでしょう。我々派遣元としても、派
遣スタッフのキャリア形成をどのように
支援していくのか、大変重要な課題と認
識しております。

本原　ありがとうございました。皆様の
様々なバックグラウンドの視点から、派
遣事業の果たしてきた役割と派遣法の
影響についてお話しいただきました。

本原　最初に先ほど小嶌先生からもご
紹介いただきました、昨年協会でまとめ

た「労働者派遣法改正に向けての㈳日
本人材派遣協会の基本的考え方～派遣
制度の規制強化に反対します～」より、
労働者派遣のあるべき姿について協会
の考え方をご説明させていただき、皆
様のご意見をいただきたいと思います。
（図参照）
　現在の派遣法では、専門26業務は受
け入れ期間の制限がなく、専門26業務以
外の業務である一般事務や製造業務な
どのいわゆる自由化業務には3年という
受け入れ期間の制限があります。協会が
提言としてまとめておりますのは、全て
の職種の区分を撤廃して派遣就労期間
の制限を3年にし、3年間の期間制限を設
けて次のキャリアにつなげていくという
考えです。
　すなわち、全ての職種で受け入れ制限
を撤廃し、派遣スタッフは、同一企業で
の派遣就労を3年で終了します。派遣先
にAさん、Bさん、Cさんと、派遣を継続し
て受け入れていただく場合には、それぞ
れ3年を限度として受け入れていただき
ます。
　派遣スタッフの中には、高いスキルを
お持ちの方もいらっしゃいますが、大学
を卒業したばかりなど、まだキャリアを
お持ちでない方で、派遣という働き方の
中でスキルアップされたい方もいらっ
しゃいます。派遣先は、こういった方々に
対して、OJTとなる場を、期間を区切って
提供していただくという考え方です。ま
た、派遣スタッフ側からすれば、次のキャ
リアにどうつなげていくか、自己啓発も

労働者派遣制度
のあるべき姿

テーマ

2

①
派
遣
ス
タ
ッ
フ

職種により同一部署で働ける期間に違いがある

期間制限なし専門 26 業務

3 年一般事務・販売

3 年製造業務

現行法

職種の区分をなくし、
すべて3 年とする

※ 禁止業務については
これまでどおりとする

3 年すべての職種

協会案

②
派
遣
先

協会案

職種による受け入れ期間制限をなくし、クーリング期間もなくす

スタッフAさん スタッフBさん スタッフCさん

受け入れ期間制限なしすべての職種

職種により受け入れ期間が異なる

受け入れ期間制限なし専門 26 業務

3 年 3 年3カ月一般事務・販売

3 年 3 年3カ月製造業務

現行法 ③
派
遣
元

派遣スタッフのキャリア形成に力を入れ、
直接雇用の機会を増やし、
派遣元の正社員就業支援の機能を強化する

派遣スタッフ Aさん

派遣就業　3年

派遣就業　3年

3.他の派遣先で派遣就業

1. 派遣先で直接雇用
派遣先がAさんに引き続き
働いてほしい場合

派遣元の正社員就業支援
2.他社で直接雇用

協会案

図　労働者派遣制度のあるべき姿（協会としての考え方）
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含めてご準備していただく区切りとなり
ます。
　次に派遣元は、どのように派遣スタッ
フに対してサービスを提供していかなけ
ればならないでしょうか？派遣スタッフ
は3年で派遣就労の区切りを迎えます。
　派遣先が3年を超えて派遣スタッフに
引き続き就労してもらうことを希望する
場合、派遣先で直接雇用していただく。
また、派遣スタッフが他社での正社員就
業を希望する場合、紹介予定派遣への移
行など、正社員就業につながるキャリア
支援をしていく、派遣という働き方をポ
ジティブに考えている方については他
の派遣先での就業を支援していく。
　双方の意見を踏まえながら、派遣ス
タッフのキャリア形成に力をいれて、直
接雇用の機会を増やして、派遣元の正社
員就業支援の機能を強化する。
　以上が現在まとめている協会案です。
これについてコメントをいただければと
思います。
大久保　このように3年を目安に派遣労
働を卒業していく仕組みを設けることは
必要だと思います。派遣でずっと働き続
けるのか、一定の区切りをつけるのか、
キャリア形成を考えてご自身の生活設
計につなげていく。この目安は大切だと
思いました。
　それから、現行法の専門26業務では、
専門業務以外の業務が10％を超えると

違法となって自由化業務と区分される
……このようなルールを非常にマイナス
だと感じます。このような細かいルール
を撤廃することができるのであれば、就
労する上で非常に有効に機能する仕組
みだと思います。
　この協会案は、これからの派遣のあり
方を考える上で、いくつかの大事なポイ
ントを背景に含み、じっくり議論してい
くべきテーマだと思います。
大原　この日本の業務区分は国際的な
視点から見ても特異なやり方であって、
専門26業務とそれ以外の業務区分の壁
をなくすことは必要不可欠だと思ってい
ます。もちろん、同時に、派遣スタッフの
キャリア形成についても今後、より深く
掘り下げて議論を重ねていかねばなら
ない課題だと思っています。
市川　派遣スタッフが派遣を卒業する
仕組みは考慮すべきと思います。そのた
めには、中小企業が派遣スタッフを直接
雇用に切り替える場合の助成措置も大
きな要素としてあげられてもいいのでは
ないでしょうか。現状の補正予算での助
成措置ではなく、恒久制度としてぜひ採
用していただきたい。

本原　今後の派遣業界、派遣の仕組み、

未来に向けた取り組みなどをどのよう
に進めていけば良いのか、お考えをお聞
かせください。
大原　労働者派遣事業が将来にわたっ
て我が国におけるサービス業界での立
派な基幹産業として健全な発展をして
いく、その志は持ち続けなければならな
いと。そういう中で、もっと社会との対話
を進めていく必要があるのではないで
しょうか。
　今後、ヨーロッパの考え方にあるフレ
キシビリティとセキュリティを併せた
考え方を、日本版としてどう構築をして
いくのか、この問題についても積極的に
議論を進めていく必要があるでしょう。
「派遣スタッフが安心して希望を持って
働ける道筋を作る」「派遣スタッフの能

未来への提言テーマ
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力開発を促進し、派遣を通じた有意義な
キャリア形成を実感していただく」、この
ような視点がこれからの人材派遣ビジ
ネスにとってもっとも大切なことであり
重要な課題だと思います。
青木　世の中で問題視されている格差
貧困は、派遣法を改正すれば解決するも
のではありません。労働市場全体のグラ
ンドデザインのなかできちんと考えるべ
きであり、審議会の中で市川さんが出さ
れた製造派遣適正化パッケージをきち
んと検討していくべきだったと思ってい
ます。もしこのまま改正されれば、国際
競争と、働く人の多様化するニーズとの
バランスを、どのようにとっていったら
よいのでしょうか。原則禁止で突き進む
のではなく、労働改革のグランドデザイ
ンのなかで、建設的な派遣法の改正を国
会、厚生労働委員会で考えていただきた
いと思っています。
　社会の良識を信じ、正しいと思うこと
を伝え続けることによって必ず世論が
回帰してくれるものだと心に置き、人材
派遣の未来に向けて頑張っていきたい
と思っています。
大久保　今回の派遣法改正の議論は、派
遣業界にも重要な教訓を残したのでは
ないでしょうか。
　派遣という間接雇用は、プラスの要素

を十分持っていますので、派遣会社自身
がそのプラス要素をきちんと説明できる
ようにしていくということが重要でしょ
う。例えば、景気が最悪の時でも、派遣会
社とペアを組んでいる分、失業せずに次
の仕事が見つかるなど、需給調整の典型
的なマッチングをきちんと実現するとい
うことが大前提だと思います。
　その上で、業務データの開示も含め
て、派遣の実態や機能というものを社会
に対して周知していく。国民全体にこの
派遣制度を理解してもらわない限り、ま
た同じような法改正が繰り返されると思
います。派遣というものを説明する相手
は、厚生労働省ではなく社会であると私
は強く感じます。
　最後に、次の法改正に当たっては、派
遣会社や協会が、むしろ先手をとって法
改正を提案するくらいに頑張っていた
だきたいと思います。
市川　11月26日だったと記憶しておりま
すが、製造派遣適正化パッケージ案を需
給部会に提示させていただきました。そ
こには、製造派遣あるいは登録型派遣の
原則禁止を撤回するにあたって、今回の
社会的課題に対応するために、業界とし
て何をしたらよいのかという案を示させ
ていただきました。
　まずは、業界としての自主規制を徹底

的にやっていただき、いわゆる問題のあ
る企業には退場していただく。また、派
遣元責任者講習を国家試験とし、派遣先
においても、派遣先責任者講習などの講
習を受けることを法律上義務付ける、と
いうようなことをパッケージ案でお示し
したわけです。
　残念ながらパッケージ案については、
なかなか需給部会では議論されません
でした。ただ、派遣元責任者講習の国家
試験化に対しては、一部、労働側の委員
からそういう考え方もあるのかと、評価
するご発言もありました。私としまして
は、人材派遣協会や他の人材派遣の業界
団体が、セミナーなどを進んで開催して、
自主規制を強力に進めていただければ
と思います。

本原　厳しいご意見と温かい励ましの
お言葉をいただきました。
　派遣制度を国民の皆さんにご理解い
ただき、全ての派遣スタッフが安心し
て働けるために、信頼される業界とし
てエージェント機能をしっかり果たす。
さらには自主規制による高いコンプラ
イアンス意識を持って様々な問題に全
力を挙げて取り組んでいきたいと思い
ます。
　本日はどうもありがとうございました。
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